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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エンジン（１２）及び変速装置（１５）を有する自動車用自動ドライブトレイン（１０
）を制御する方法であって、前記変速装置（１５）の少なくとも１つの摩耗パラメータ（
Ｖ）を前記変速装置の走行性能（Ｌ）の実行中少なくとも一回検出するステップを有し、
前記摩耗パラメータ（Ｖ）は、前記変速装置（１５）の少なくとも１つのコンポーネント
（１６～２２；２８，３０；３２，３４）の摩耗又は疲労を表している方法において、前
記エンジン（１２）に起因して前記変速装置（１５）に加わる最大負荷を表す負荷限界パ
ラメータ（Ｂ）を前記検出した摩耗パラメータ（Ｖ）の関数として設定し、
　前記変速装置（１５）は、複数個の歯車ステップを備えた変速歯車装置であり、
　前記負荷限界パラメータ（Ｂ）を、少なくとも幾つかの前記歯車ステップについて別々
に設定する方法。
【請求項２】
　前記変速装置（１５）の前記摩耗パラメータ（Ｖ）は、前記変速装置の走行性能（Ｌ）
実行中、連続して繰り返し検出され、前記負荷限界パラメータ（Ｂ）は、前記検出された
摩耗パラメータの関数として繰り返し新たに設定される請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記摩耗パラメータ（Ｖ）は、自動車制御装置（４０）にストレージされる請求項２記
載の方法。
【請求項４】
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　前記負荷限界パラメータ（Ｂ）は、自動車制御装置（４０）によって自動的に設定され
る請求項１乃至３の何れか１項に記載の方法。
【請求項５】
　別の摩耗パラメータ（Ｖ）が、前記歯車ステップのうちの少なくとも幾つかについて検
出される請求項１乃至４の何れか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記変速装置（１５）は、少なくとも１つの歯車を有し、別個の摩耗パラメータ（Ｖ）
が、前記歯車について検出される請求項１乃至５の何れか１項に記載の方法。
【請求項７】
　歯車ステップ又は前記歯車に関する前記摩耗パラメータは、前記変速装置の走行性能（
Ｌ）実行中におけるロールオーバの回数に比例した値である請求項５又は請求項６に記載
の方法。
【請求項８】
　歯車ステップ又は前記歯車に関する前記摩耗パラメータ（Ｖ）は、前記変速装置の走行
性能（Ｌ）実行中におけるロールオーバの回数に比例し且つ各場合において歯車セット又
は前記歯車を介して伝達されるトルクに比例した値である請求項６又は請求項７に記載の
方法。
【請求項９】
　前記変速装置（１５）は、少なくとも１本のシャフト（２８，３０）を有し、別の摩耗
パラメータ（Ｖ）が、前記シャフト（２８，３０）について検出される請求項１乃至８の
何れか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記変速装置（１５）は、少なくとも１つのピボット軸受（３２，３４）、転がり軸受
を有し、別の摩耗パラメータ（Ｖ）が、前記ピボット軸受（３２，３４）について検出さ
れる、請求項１～９のうちいずれか一に記載の方法。
【請求項１１】
　少なくとも前記シャフト（２８，３０）及び前記ピボット軸受（３２，３４）の何れか
一方に関する前記摩耗パラメータ（Ｖ）は、それぞれの回転数に比例する請求項９又は請
求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記負荷限界パラメータ（Ｂ）は、前記エンジン（１２）から前記変速装置（１５）に
伝達される最大トルクに比例した値である請求項１乃至１１の何れか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記負荷限界パラメータ（Ｂ）は、前記エンジン（１２）から前記変速装置（１５）に
伝達される最大回転速度に比例した値である請求項１乃至１２の何れか１項に記載の方法
。
【請求項１４】
　前記負荷限界パラメータ（Ｂ）は、前記エンジン（１２）から前記変速装置（１５）に
伝達される最大回転加速度に比例した値である、請求項１乃至１３の何れか１項に記載の
方法。
【請求項１５】
　自動車用の自動ドライブトレイン（１０）であって、エンジン（１２）と、変速装置（
１５）と、前記変速装置（１５）の少なくとも１つの摩耗パラメータ（Ｖ）を検出する手
段（４０）と、前記ドライブトレイン（１０）を制御する手段（４０）とを有する自動ド
ライブトレインにおいて、前記制御手段（４０）は、請求項１乃至１４の何れか１項に記
載の方法を実施するための自動ドライブトレイン。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エンジン及び変速装置を有する自動車用自動ドライブトレインを制御する方
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法であって、変速装置の少なくとも１つの摩耗パラメータを変速装置の走行性能の実行中
少なくとも一回検出するステップを有し、摩耗パラメータは、変速装置の少なくとも１つ
のコンポーネントの摩耗又は疲労を表している方法に関する。
【０００２】
　本発明は更に、自動車用の自動ドライブトレインであって、エンジンと、変速装置と、
変速装置の少なくとも１つの摩耗パラメータを検出する手段と、ドライブトレインを制御
する手段とを有するドライブトレインに関する。
【背景技術】
【０００３】
　この種の方法及びこの種のドライブトレインは、国際公開第０１／６１６５３号パンフ
レットで知られている。この刊行物は、製品の残りの作動期間を求める方法に関する。こ
の場合、特定の作動変数の値が検出される。個々の作動変数の値域は、幾つかのクラスに
再分割され、作動期間は、検出された値の属するクラスの関数として検出される。重み付
け係数の割り当ても又、製品の重み付けされた累積作動期間を決定するためにここで行わ
れる場合がある。
【０００４】
　技術的故障に至るまでの作動期間が検出される製品は、例えば、自動車（以下、「車両
」という場合がある）のエンジン、変速装置又は制御装置の場合がある。
【０００５】
　残りの作動期間を求めるこの方法は、技術的な走行性能の終わりに達する直前において
特に信頼性のある予防的保守／修理を可能にするようになっている。
【０００６】
　「走行性能」という用語は、本発明との関連においては、自動車の負荷又は応力に関す
る場合のある種々の用語、例えば、作動期間、走行距離、走行時間等の包括的な用語であ
ると理解されている。
【０００７】
　自動車において、重要な品質判断基準は、自動車が所定の平均走行性能内でできるだけ
遠くまで故障せず又はできるだけ遠くまでほとんど故障しないということにある。これに
関する重大な判断基準は、信頼性、即ち、製品が所与の機能的及び周囲条件下において規
定の走行性能の実行中に破損しない確率である（これについては、ゲー・レッヒナー及び
ハー・ナオンハイマー（G. Lechner and H. Naunheimer）著, 「ファーツォィクゲトリー
ベ－グルンドラーゲン・アウスヴァール・アウスレクウンク・ウント・コンストルクチオ
ン（Fahrzeuggetriebe-Grundlagen, Auswahl, Auslegung und Konstruktion）（英訳“Ve
hicle transmissions-principles, selection, design and construction”）」，シュプ
リンガー－フェルラーク（Springer-Verlag ），３９５頁を参照されたい）。
【０００８】
　信頼性に関する重大な基準うちの１つは、部品が距離ポイント（ｄ）又は時間ポイント
（ｔ）まで既に持ちこたえたときの部品の故障の恐れの尺度としての故障率λ（ｔ）と呼
ばれているものである。
【０００９】
　製品の故障挙動は、「バスタブ曲線」と呼ばれているものの形態で示される場合が多い
。これは、３つの領域で形成されている。第１の領域は、本質的に組み立て又は製造誤差
に起因して生じる初期故障をさしている。比較的故障率の低い中間領域は、例えば作動欠
陥、汚れ等により引き起こされるランダムな故障の領域である。
【００１０】
　故障率が走行性能の増大につれて急峻に増大する第３の領域は、摩耗又は疲労による故
障の領域である。
【００１１】
　第２の領域には、比較的ほんの僅かな程度までしか影響を及ぼすことができない。第１
の領域には、厳密な製造及び品質保証により確実に影響を与えることができる。しかしな
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がら、本発明の関連では、第３の領域は、特に重要なものである。
【００１２】
　これは、変速装置の設計において、適当な走行性能に関する計算により、考えられるあ
らゆる状況を考慮に入れて、できるだけ損傷の無い作動が所要の平均走行性能期待値を超
えて達成されるようにすることができるからである。
【００１３】
　この場合、規定の走行性能全体にわたり、損傷が無いこと又は最高の信頼性が得られる
こと、例えば、最初の１５０，０００ｋｍ内では故障がゼロであることが強調される。
【００１４】
　変速装置が、変速装置の一部品の故障（例えば、歯車の破損）の場合であっても全体が
故障するので、変速装置の個々の構成部品は各場合において、予想される負荷の関数とし
て設計されるべきであり、したがって、かかる個々の構成部品が全て、平均走行性能期待
値を満たすようにする。
【００１５】
　消費者の種々の利用挙動は、この走行性能計算において非常に決定的に重要なものであ
る。かくして、公知のように、極めておとなしく運転し、この場合、自分の自動車の性能
上のキャパシティをほぼ完全には出していない自動車運転手（以下、「性能非追求型運転
手」という）が存在する。他方、自分の自動車から利用可能な性能を常時要求するような
性能に夢中になる運転手（以下、「性能追求型運転手」という）が存在する。しかしなが
ら、性能追求型運転手は、全体的に見て、ユーザの比較的僅かな部分を占めるに過ぎない
。それにもかかわらず、一般に、変速装置は、これがたとえ性能追求型運転手にとっても
高い走行性能期待値を提供するように設計されている。
【００１６】
　この単純化された説明は、以下のようであると考えられ、即ち、変速装置は、１００，
０００ｋｍという平均走行性能期待値を提供し、即ち、平均で、変速装置が搭載されてい
る車両に関してこの運転性能に達する前に故障することはないということである。しかし
ながら、実際には、平均走行性予想は、例えば、１５０，０００ｋｍ又は２００，０００
ｋｍに達する場合があることは理解されよう。
【００１７】
　上述したことから明らかなように、性能追求型運転手に関する限り、平均走行性能期待
値は、約１００，０００ｋｍである。しかしながら、性能非追求型運転手に関し、変速装
置は、際立って高く且つ例えば３００，０００ｋｍ又は４００，０００ｋｍの範囲に含ま
れる場合がある平均走行性能期待値を有することになる。
【００１８】
　この結果は、性能非追求型運転手の場合、例えば１００，０００キロメートルの走行性
能をシステムとして全体的に提供し、他のコンポーネントのために故障した車両は、たと
え変速装置が２００，０００ｋｍ又は１００，０００ｋｍのそれ以上の走行性能について
依然として「良好」であっても、スクラップにされるということである。
【００１９】
　これらの状況下において、変速装置をたとえ性能追求型運転手が妥当な平均走行性能期
待値を備えるような仕方で設計することにより、個々の変速装置部品は、より強固な又は
より大きな寸法決めが行われることになる。これは、変速装置の重量化の一因となる。換
言すると、この必要な変速装置に関する設計の結果は、ユーザの大部分（性能非追求型運
転手）が、自分達と共に車両の平均走行性能を超える不必要に高い重量を「引きずりまわ
している」ことである。これにより、これらの運転手の場合、燃料消費量が増大し、した
がって、エミッション（内燃機関の場合）等が多くなる。
【００２０】
　自動車用変速装置の機能状態をモニタするため、独国特許出願公開第１９７３１８４２
号明細書から、可変位置変速装置要素の位置を検出し、可変位置変速装置要素が所定の標
的位置にあるかどうかの評価基準によってチェックすることが知られている。その結果、
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許容誤差に起因する誤動作を回避することができ、走行性能を延ばすことができる。
【００２１】
　最初に言及した国際公開第０１／６４６５３号パンフレットから、技術的な作動期間の
終了に達する前に、即ち、故障前に保守／修理を予防的に可能にするために、走行性能推
定によって残りの作動期間を求めることが知られている。
【００２２】
　一般に、ユーザに左右され、時間に依存する早期損傷検出を可能にするために、特定の
パラメータ、例えば車両の走行時間及びその負荷をモニタすることも又知られている（独
国特許出願公開第１０１６１９９８号明細書）。
【００２３】
　かくして、例えば、１０，０００キロメートル又は１５，０００キロメートルの一定の
保守間隔ではなく、車両の個々のパラメータに対する負荷の関数として車両の保守間隔を
可変的に実施することが知られている。
【００２４】
　したがって、本発明の目的は、高い平均走行性能を変速装置の軽量化と共に達成できる
自動車用ドライブトレインの制御方法及びかかるドライブトレインそれ自体を提供するこ
とにある。
【００２５】
【特許文献１】国際公開第０１／６１６５３号パンフレット
【特許文献２】独国特許出願公開第１９７３１８４２号明細書
【特許文献３】独国特許出願公開第１０１６１９９８号明細書
【非特許文献１】ゲー・レッヒナー及びハー・ナオンハイマー（G. Lechner and H.Naunh
eimer）著, 「ファーツォィクゲトリーベ－グルンドラーゲン・アウスヴァール・アウス
レクウンク・ウント・コンストルクチオン（Fahrzeuggetriebe-Grundlagen, Auswahl, Au
slegung und Konstruktion）（英訳“Vehicle transmissions-principles, selection, d
esign and construction”）」，シュプリンガー－フェルラーク（Springer-Verlag），
３９５頁
【発明の開示】
【００２６】
　最初に言及した制御方法では、この目的は、エンジンに起因して変速装置に加わる最大
負荷を表す負荷限界パラメータを、検出した摩耗パラメータの関数として設定することに
よって達成される。
【００２７】
　最初に言及した自動ドライブトレインでは、この目的は、制御手段が本発明の方法を実
施することによって達成される。
【００２８】
　かくして、本発明の目的は、完全に達成される。
【００２９】
　これは、負荷限界パラメータを設定する手段により、変速装置に加わる最大負荷を検出
された摩耗パラメータの関数として設定できるからである。
【００３０】
　換言すると、変速装置の負荷記録を摩耗パラメータの関数として設定することができる
。摩耗パラメータにより、変速装置の構成部品の摩耗が高く又は疲労が大きいことが分か
ると、変速装置に加わる最大負荷を減少させる。その目的は、それにより将来、変速装置
の構成部品を「保護」し、又はこれに程度を低くして負荷をかけることにある。
【００３１】
　これにより、一例を挙げると変速装置に加わる平均荷重の場合にのみ平均走行性能期待
値に達するように変速装置又はこの変速装置の少なくとも或る部品を設計することが可能
である。この設計は、当然のことながら、変速装置が上述の平均負荷であるが、最大負荷
ではない負荷を受けたときに平均走行性能期待値（例えば、最初に言及した１００，００
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０キロメートル）に達するようなものであってもよい。
【００３２】
　この設計では、性能非追求型運転手に関する場合、摩耗パラメータは恐らくは、変速装
置に加わる最大負荷が制限されないような値のままであろう。これとは対照的に、走行性
能の実行中、平均負荷を十分に超える負荷を変速装置にかける性能追求型運転手に関し、
摩耗パラメータは、変速装置に加わる変速負荷（負荷限界パラメータによって設定されて
いる）を適当な時点で減少させるような値を取る場合がある。この場合、この結果として
、変速装置の動力消費量がこの運転手にとって制限される。これは、一般に、エンジンの
動力出力に制限を置くことによって行われる場合があり、これは又、該当する場合には、
エンジンも又保護されるという別のプラスの効果を有する。しかしながら、それどころか
、理論的には、他の手段により、例えばエンジンと変速装置との間に挿入された隔離クラ
ッチを開き又は部分的に開くことにより、動力消費量を制限することが考えられる。
【００３３】
　この結果として達成できることは、この場合、この時点まで高い応力を受けた変速装置
が将来の負荷を減少させるために動力消費量の面で確実に制限されるということである。
かかる時点の選択及び最大負荷の減少の程度は好ましくは、平均走行性能期待値がどのよ
うな運転手の場合であっても変速装置によって満たされるよう選択される。極端な状況で
は、平均走行性能期待値は、本発明の方法により特定の走行性能に高い精度で「再調節」
できる。
【００３４】
　変速装置の摩耗パラメータをその走行性能の実行中、繰り返し、特に連続的に検出し、
負荷限界パラメータをこの関数として新たに繰り返し設定すれば特に好ましい。
【００３５】
　上述したように適切なパラメータのかかる繰り返しの、特に連続的な検出及び設定の場
合、変速装置の走行性能期待値を、点検間隔を設けなくても本質的に安全で損傷の無い車
両の作動を達成する目的で、閉ループのように比較的正確に設定できる。
【００３６】
　例えば、平均走行性能期待値を、運転手により引き起こされる平均負荷に一致した特定
の値に設定するのがよい。
【００３７】
　変速装置又はこの変速装置の一部が特定の時点を超えて又は開始から先へ直後に開始か
ら平均を超える負荷を受ける限りでは、変速装置に加わる最大負荷、即ち、負荷限界は、
「予防的」であるかのように減少する。変速装置又は変速装置の一部に加わる負荷が平均
を超えるレベルであり続ける限り、負荷限界は、次第に減少して性能追求型運転手であっ
ても最終的には性能非追求型運転手よりも平均走行性能期待値までそれほど高い故障率を
生じさせないようになる。
【００３８】
　性能非追求型運転手に関しては、負荷限界は恐らくは走行性能全体にわたり全く減少し
ないであろう。
【００３９】
　性能追求型運転手の場合、このことは当然のことながら、利用可能な動力が、段階的に
又は連続的に減少することを意味する。これは当初、非常に僅かなので、運転手はこれに
気付かない場合がある。しかしながら、極端な状況では、負荷限界も又、これが明らかに
検出可能になり又は対応の信号が運転手に出されるような程度まで減少する場合がある。
【００４０】
　特に好ましい実施形態によれば、摩耗パラメータは、自動車制御装置にストレージされ
る。この場合、摩耗パラメータは、好ましくは絶えず更新されるパラメータである。
【００４１】
　別の好ましい実施形態によれば、負荷限界パラメータは、自動車制御装置によって自動
的に設定される。
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【００４２】
　理論的には、負荷限界パラメータは工場等におけるプログラミングにより定期的な保守
の枠組みで「手作業で」設定されることも考えられるが、それにもかかわらず、負荷限界
パラメータを摩耗パラメータの関数として自動車制御装置によって走行性能の実行中に自
動的に設定することが好ましい。
【００４３】
　別の実施形態によれば、好ましくは全体的に見て、変速装置は、複数の歯車ステップを
備えた変速歯車装置であり、別個の摩耗パラメータが、歯車ステップのうちの少なくとも
幾つかについて検出される。
【００４４】
　この手段により、個々の歯車ステップに関する摩耗パラメータの群は、変速装置に加わ
る負荷をより正確に反映することができる。
【００４５】
　例えば変速装置全体の単一の摩耗パラメータのみを検出する場合に変速装置に加わる一
般的な又は平均的な負荷だけを説明することができるが、以下の説明は、好ましい実施形
態において可能である。例えば、運転手が特定の歯車ステップに特に高い応力を加えた時
期を検出し、即ち、都市交通では第２歯車ステップで絶えず運転することが可能である。
この場合、第２歯車ステップに関する摩耗パラメータは、第３歯車ステップに関する摩耗
パラメータよりも高い応力を表している。これとは逆に、主として高速道路で運転してい
る運転手の場合、最も高い歯車ステップに関する摩耗パラメータが既に比較的高い応力を
反映し、これらの低い歯車ステップに関する摩耗パラメータが低い応力のみを指示してい
る場合がある。変速装置の摩耗のこの説明の相違点により、変速装置に加わる最大負荷の
最適化された限界を設定することができる。
【００４６】
　具体的には、変速装置が少なくとも１つの歯車を有し、別の摩耗パラメータがこの歯車
について検出されると、特に好ましい。
【００４７】
　この実施形態では、負荷限界を個々の歯車の摩耗パラメータの関数として固定できる。
【００４８】
　この場合、歯車ステップ又は歯車に関する摩耗パラメータが、変速装置の走行性能の実
行中におけるロールオーバ（rollover）の回数に比例した値であれば特に好ましい。
【００４９】
　この場合、摩耗パラメータは、車両の運転性能がどれほど高いかには依存せず、それぞ
れの歯車が実際に負荷を受けた程度に依存する。
【００５０】
　歯車の歯車ステップに関する摩耗パラメータは、変速装置の走行性能実行中におけるロ
ールオーバの回数に比例し且つ各場合において歯車セット又は歯車を介して伝達されるト
ルクに比例した値であれば特に好ましい。
【００５１】
　かくして、摩耗パラメータに関し、歯車セット又は歯車がどれほど多くのロールオーバ
を行ったかが考慮に入れられるだけでなく、歯車セット又は歯車がこの場合にどれほど高
いトルクを伝達したかが考慮に入れられる。
【００５２】
　最も簡単な場合では、各場合において歯車により伝達された平均トルクは、一定のトル
クであると見なされる。例えば、特定の歯車セットに関する歯車では、この歯車ステップ
の特徴である一定の値が、変速装置トルクとして見なされる。しかしながら、自動車制御
装置においては、各場合に伝達されるトルクは一般に既知（例えば、スロットル弁等の位
置から）なので、伝達されたトルクも又、積算できる。一例を挙げると、特定の歯車ステ
ップでの運転中、車両の速度に依存するロールオーバの回数を検出でき、それと同時に、
エンジントルク及びエンジン加速度（エンジン加速度はこの場合、エンジン回転速度の時
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間依存性の変化である）に依存する各場合に伝達されるトルクを検出できる。摩耗パラメ
ータを求めるために、これら２つの変数（即ち、ロールオーバ及びトルク）を次に乗算し
て積算するのがよい。
【００５３】
　その結果、この実施形態は、それぞれの歯車が実際に受ける荷重がどれほど高いかを考
慮に入れる。
【００５４】
　さらに、変速装置が少なくとも１本のシャフトを有し、別個の摩耗パラメータをこのシ
ャフトについて検出すると有利である。
【００５５】
　この場合、変速装置の別の重要な構成部品を、自動車の走行性能全体にわたって累積し
た摩耗又は負荷の面でモニタするのがよい。妥当ならば、負荷限界を減少させてシャフト
の受ける負荷を小さくするようにする。
【００５６】
　この場合、更に変速装置が少なくとも１つのピボット軸受、特に、転がり軸受を有し、
別個の摩耗パラメータをこのピボット軸受について検出すると有利である。
【００５７】
　その結果、この実施形態では、ピボット軸受の摩耗又は負荷も又検出できる。
【００５８】
　好ましくは、この場合、シャフト及び（又は）ピボット軸受に関する摩耗パラメータは
、シャフト又はピボット軸受の回転数に比例する。
【００５９】
　全体として、変速装置が複数個の歯車ステップを備えた変速歯車装置であり、別の摩耗
パラメータが歯車ステップのうちの少なくとも幾つかについて検出されると同様に有利で
ある。
【００６０】
　これは、特に別個の摩耗パラメータを歯車ステップの各々についても検出する場合に有
利である。
【００６１】
　この場合、正確にいえば、変速装置の負荷限界を各歯車ステップについて個々に固定す
るのがよい。例えば、運転手が特定の歯車ステップに特に高い応力をかけた場合、平均走
行性能期待値に達する前に、特にこの特定の歯車ステップだけに関し負荷限界を減少させ
るのがよい。他の全ての歯車ステップでは、最大負荷限界を従前どおり設定するのがよい
。
【００６２】
　この場合、思い出さなければならないこととして、フロント横方向変速装置では、一定
のステップアップの歯車及び最終駆動装置の歯車は、選択された歯車とは独立して、絶え
ず動力を伝達しなければならない。
【００６３】
　全体として、負荷限界パラメータがエンジンから変速装置に伝達される最大トルクに比
例した値であれば有利である。
【００６４】
　トルクは、負荷の上昇につれて、疲労現象が歯車について生じる場合があり又はピッチ
ング等が起こる場合があるので歯車に加わる負荷にとって特に重要である。
【００６５】
　別の好ましい実施形態によれば、負荷限界パラメータは、エンジンから変速装置に伝達
される最大回転速度に比例した値である。
【００６６】
　特にシャフト及びピボット軸受に関する回転速度は、それぞれの負荷を特徴付けるパラ
メータである。その結果、シャフト又はピボット軸受に関する摩耗パラメータが特定の値
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に達すると、変速装置の最大入力回転速度を、該当するシャフト又は該当するピボット軸
受がもはや将来かかる高い負荷を受けることがないように制限するのがよい。
【００６７】
　さらに、負荷限界パラメータがエンジンから変速装置に伝達される最大回転加速度に比
例した値であれば有利である。
【００６８】
　したがって、この実施形態では、回転加速度、即ち、回転速度の１階導関数も又、負荷
限界パラメータの決定に取り入れられる。別の形態では、これは、当然のことながら、回
転速度の２階導関数にも適用できる。
【００６９】
　自動変速装置では、一般に、各場合において摩耗パラメータを検出するのに必要なセン
サは、いずれの場合においても存在している。かくして、一般に、ドライブトレインを制
御する自動車制御装置は、歯車ステップが正確に噛み合っているかどうかについての情報
を有している。さらに、例えばスロットル弁等の位置を介して各場合において伝達された
トルクに関する情報が存在する。一般に、エンジンの回転速度も又、絶えず検出される測
定値である。
【００７０】
　この場合、摩耗パラメータを、歯車セット、歯車、シャフト及び（又は）ピボット軸受
に関するそれぞれの摩耗パラメータを求めるために該当する値が測定されて適当に処理さ
れるので、特定のソフトウェアルーチンの枠組内でドライブトレインの制御装置で絶えず
検出できる。
【００７１】
　かくして、本発明の方法を実施するためには、制御装置に幾分かのコンピュータ処理機
能を設け、１つ又は複数の摩耗パラメータ及び関連の１つ又は複数の負荷限界パラメータ
のためのストレージスペースを設ける必要があるだけである。一般に、特定の別個のハー
ドウェアを設ける必要はない。
【００７２】
　これは、いずれの場合においても、本発明の方法がマニュアルシフト式変速装置に合わ
せて変更されるべき場合に当てはまる。かかる変速装置では一般に、どの歯車を選択した
かどうかについての情報が存在しない。この場合、これを追加の適当なセンサ手段によっ
て検出することができる。
【００７３】
　本発明の範囲から逸脱することなく、上述すると共に以下に説明する特徴を各場合に特
定された組み合わせの状態だけでなく、他の組み合わせ又は単独で利用できることは理解
されよう。
【００７４】
　本発明の例示の実施形態が図面に示されており、以下の説明においてかかる例示の実施
形態について詳細に説明する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００７５】
　図１は、キロメートルで表した走行性能Ｌに対する変速装置の構成部品の摩耗パラメー
タＶ及び負荷限界パラメータＢのグラフ図である。
【００７６】
　本発明との関連において、走行性能Ｌは、変速装置が搭載された車両の有効寿命（耐用
年数）又は走行距離と同義である。
【００７７】
　図１は、平均走行性能期待値ＬＥを示している。これは、例えば、最初に述べた例に遡
ってこれについていえば１００，０００キロメートルになる。しかしながら、走行性能期
待値ＬＥは、例えば、２００，０００キロメートルになる場合がある。この走行性能期待
値は、本質的に、変速装置が搭載される車両を設計する際の平均走行性能期待値で決まる
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。
【００７８】
　摩耗パラメータＶ及び負荷限界パラメータＢは、変速装置の一部品、例えば、変速装置
の歯車セット、個々の歯車、シャフト又はピボット軸受に関する場合がある。しかしなが
ら、これらパラメータは、変速装置全体にも関連している。これは、例えば、変速装置の
該当する構成部品の個々の摩耗パラメータのコンピュータ処理による統合によって行われ
る場合がある。変形例として、変速装置の摩耗パラメータは又、摩耗を最も受けやすい変
速装置の構成部品に関連付けただけのものであってもよい。
【００７９】
　最大負荷限界パラメータが、符号ＢNで示されている。最大負荷限界パラメータＢNは、
変速装置が車両の出荷の際の変速装置の仕様又はデータシートに従って最大負荷を受ける
ことができるように選択される。
【００８０】
　変速装置に加わる負荷は、例えば、変速装置の最大入力トルクに比例した値であるのが
よい。負荷限界パラメータは、それと同時に又はこれに代わる手段として、変速装置の最
大入力回転速度に比例した値であってもよい。回転加速度も又、これが望ましい限り、負
荷限界パラメータに組み込まれるのがよい。
【００８１】
　図１は、負荷限界パラメータを二段階でＢNよりも低い値Ｂ1に、そしてＢ1よりも低い
値Ｂ2に減少させることができることを更に示している。
【００８２】
　さらに、図１は、最大摩耗パラメータＶmaxを示している。最大摩耗パラメータＶmaxは
、平均走行性能期待値ＬＥに達した時に最大であるべき摩耗パラメータＶの値である。
【００８３】
　換言すると、もし変速装置の構成部品が平均走行性能期待値ＬＥに達する前に最大摩耗
パラメータＶmaxになっているとすると、変速装置の故障の確率が増大する。これにより
、平均走行性能期待値に達する前の摩耗又は疲労現象に基づいてのみ変速装置の故障が生
じる場合がある。
【００８４】
　摩耗パラメータＶは、本発明の方法の本実施形態では、走行性能Ｌの実行中に連続して
検出されるパラメータである。
【００８５】
　変速装置構成部品としての歯車の場合、摩耗パラメータＶは、例えば、歯車セットの歯
車のうちの一方のロールオーバの回数に比例した値として表せる。さらに、摩耗パラメー
タＶは、各場合において歯車を介して伝達されたトルクに比例した値であってもよい。本
実施形態では、摩耗パラメータは、走行性能全体にわたり伝達されるトルクの積算によっ
て決定される。その結果、摩耗パラメータは、各場合においてこの時間の間に伝達される
ロールオーバの回数及びトルクを含む。
【００８６】
　変速装置の構成部品が変速装置のシャフトである限り、摩耗パラメータは、例えば、回
転数に基づいて計算できる。同じことは、変速装置構成部品がピボット軸受である場合に
当てはまる。この場合、回転数は、変速装置の走行性能全体にわたり積算される。
【００８７】
　本発明の方法の本実施形態では、摩耗パラメータの２つのしきい値Ｖ1，Ｖ2が提供され
る。しきい値Ｖ2は、最大摩耗パラメータＶmaxよりも低い。第２のしきい値Ｖ1は、第１
のしきい値Ｖ2よりも低い。
【００８８】
　図１は、高い性能非追求型傾向の運転手により運転される車両に搭載された変速装置の
構成部品の摩耗パラメータＶ′を示している。摩耗パラメータＶ′は、平均走行性能期待
値ＬＥに達するまでしきい値Ｖ1には達しないことが理解できる。その結果、割り当てら
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れた負荷限界パラメータＢ′は、平均走行性能期待値ＬＥに達するまで走行性能Ｌ全体に
わたり最大値ＢNのままである。したがって、性能非追求型運転手は、ＬＥのすぐ手前の
元の仕様（原仕様）に従って変速装置に依然として最大負荷をかけることができる。
【００８９】
　さらに、図１は、車両全体に大きな負荷をかける（この場合、単純化のために、このこ
とを、「高い性能追求型傾向の運転スタイル」という表現で表す）運転手によって運転さ
れる車両に搭載されている変速装置の構成部品に割り当てられた摩耗パラメータＶ″を示
している。運転手の高い性能追求型傾向の運転スタイルのため、変速装置の構成部品は、
より迅速な摩耗を生じ、これは、摩耗パラメータ曲線Ｖ″の急な勾配で示されている。し
たがって、摩耗パラメータＶ″は、例えば平均走行性能期待値ＬＥの約半分に達する場合
のある走行性能ｄ1″の場合であってもしきい値Ｖ1に達する。しきい値Ｖ1に達するので
、負荷限界パラメータＢ″は、ｄ1″のところで値Ｂ1に減少する。その結果、ｄ1″を超
えた場合、変速装置又は変速装置構成部品は、もはやかかる高い負荷を受けることができ
ない。このことは、摩耗パラメータＶ″がもはやｄ1″を超えてそれほど急に上昇しない
ことに反映されている。この結果、摩耗パラメータＶ″は、平均走行性能期待値ＬＥに達
しても、しきい値Ｖ2には依然と達していないことになる。したがって、負荷限界パラメ
ータＶ″は、ＬＥまで値Ｂ1のままである。
【００９０】
　高い性能追求型傾向の運転手の摩耗パラメータは、符号Ｖ′″で示されている。その結
果、摩耗パラメータＶ′″は、開始から更に一層急峻に延びている。古いしきい値Ｖ1に
は既にｄ1′″のところで達しており、これは、この場合、走行性能期待値ＬＥの約１／
３～１／４に相当する値である。その結果、割り当てられた負荷限界パラメータＢ′″は
、ｄ1′″のところでＢ1に減少している。したがって、変速装置構成部品は、開始時より
低い負荷を受け、これは、摩耗パラメータ曲線のなだらかな勾配で示されている。しかし
ながら、摩耗パラメータＶ′″は、ｄ2′″のところで、即ちＬＥ前に将来のしきい値Ｖ2

に既に達している。この結果、負荷限界パラメータＢ′″は、ｄ2′″のところでＢ1から
Ｂ2に減少する。これにより、変速装置構成部品に加わる最大許容負荷が、更に一段と減
少する。その結果、この構成部品の摩耗は、ｄ2′″を超えてもはやそれほど急峻には増
大しておらず、このことは、摩耗パラメータ曲線Ｖ′″のよりなだらかな勾配で示されて
いる。したがって、再び負荷限界パラメータがＢ2に減少することにより、運転手によっ
て最大性能要件が要求されるにもかかわらず、平均走行性能期待値ＬＥに達しても、走行
性能全体にわたり最大摩耗パラメータＶmaxには達しない。
【００９１】
　したがって、走行性能期待値の調節は、本発明の方法によって行われる。変速装置構成
部品が開始から平均を超える負荷（例えば符号Ｖ′″のところ）を受けた場合でも、変速
装置構成部品に加わる最大負荷を制限することによって達成できることは、それにもかか
わらず平均走行性能期待値ＬＥに達するということである。その結果、将来の走行性能の
実行中、運転手は、最大原仕様に従って変速装置構成部品に負荷をもはや与えることがで
きない。これは、エンジンの全トルクが最大性能要件（例えば、完全踏込みアクセルペダ
ル）にもかかわらず運転手に利用できない点において反映されている場合がある。かくし
て、負荷限界パラメータによって最大入力トルクを減少させることができる。代替的に又
は追加的に、最大回転速度も又制限できる。
【００９２】
　図１に示すような本発明の方法の実施形態では、２つのしきい値Ｖ1，Ｖ2及びそれに応
じて負荷限界パラメータＢ1，Ｂ2の２つの段階が、摩耗パラメータについて提供される。
しかしながら、理解されるように、これとは異なり、たった１つのしきい値Ｖ1を提供し
てもよい。変形例として、摩耗パラメータについて３つ以上のしきい値を更に設けてもよ
く、この場合、それに応じて、負荷限界パラメータＢの減少のステップ数を増加させる。
【００９３】
　さらに、以下の体系による連続調節も又、想到できる。この場合、平均的な運転手（又
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は、極端な状況では、特に性能非追求型運転手であっても）が平均走行性能期待値ＬＥに
達したときに、最大摩耗パラメータＶmaxに達していると仮定する。これは、変速装置の
一部の設計の適当な寸法決めによって行うことができる。
【００９４】
　変速装置の一部に高い負荷を与える全ての運転手に関し、摩耗パラメータは、開始時に
一層急峻に増大する。この場合に、負荷限界パラメータを調節することによって達成でき
ることは、潜在的に性能追求型の運転手であっても、平均走行性能期待値ＬＥに達したと
きに正確に値Ｖmaxに達するということである。本発明のこの種の方法により、平均走行
性能期待値に達したときに、変速装置又は変速装置の一部が設計の面で完全「利用」され
るということになる。理解されるように、この種の方法では、平均走行性能期待値ＬＥに
達したときに、変速装置の一部又は変速装置全体が交換されるということが仮定される。
というのは、この場合、破損の蓋然性が極めて過大比例的（super-proportionally）に増
大するからである。
【００９５】
　図１では、摩耗パラメータは、各場合において、線形関数として概略的に示されている
。理解されるように、実際には、摩耗パラメータは、段階的に、正確にいえば、特定の歯
車又は特定の歯車セットが特定の歯車ステップについて選択され、その結果負荷を受けた
ときにはいつでも、増大することになる。これとは対照的に、この歯車ステップが選択さ
れない段階では、本質的に負荷が無く、したがって摩耗パラメータは、本質的に一定のま
まである。
【００９６】
　しかしながら、本明細書における説明の前後関係全体から理解されるように、摩耗パラ
メータは、自動車の走行性能につれて増大する値である。
【００９７】
　さらに、歯車セット／歯車に関する摩耗パラメータに関し、牽引作動に関する摩耗パラ
メータとオーバラン作動に関する摩耗パラメータとを区別するのがよい。この場合、牽引
作動において各場合において伝達されるトルクは、例えば、自動車のエンジンのスロット
ル弁の位置又はこれと同等な信号によって決定される。
【００９８】
　歯車セットの歯車の歯が、正確に他方の方向に負荷を受けるオーバラン作動では、例え
ばそれ自体公知の他のアルゴリズムによりオーバラントルクを検出することができる。
【００９９】
　しかしながら、単純化のために、歯車に関し、牽引負荷を示す摩耗パラメータのみが本
発明の方法に関して使用されると憶測される。
【０１００】
　図２は、図１と同様なグラフ図であり、図２は、本発明の方法の変形実施形態に従って
、摩耗パラメータＶIVに基づいて負荷限界パラメータＢIVの連続調節法を示している。こ
の場合、摩耗パラメータＶIVの曲線から理解できるように、変速装置の一部は、開始時に
比較的低い負荷を受ける（例えば、性能非追求型運転手によって）。しかしながら、時点
ｄVKで、自動車が市販される。この時点から、自動車は、高い性能追求型傾向の運転手に
よって運転され、したがって、摩耗パラメータの曲線の勾配が増大する。その結果、ｄVK

を超えると、負荷限界パラメータＢIVも又、次第に減少する。それにもかかわらず、運転
手により引き起こされる負荷は、非常に高いが、負荷限界パラメータＢIVが、平均走行性
能期待値ＬＥに達する前に最小値Ｂminに達することができる。Ｂminの値は、自動車の妥
当な作動が依然としてちょうど可能な程度まで変速装置に加わる負荷を減少させる状態を
表している。しかしながら、負荷限界を一段と減少させた結果として、自動車は、もはや
適切には動かすことができないようになる。
【０１０１】
　したがって、負荷限界パラメータＢIVは、走行性能ｄAを超えると値Ｂminのままである
。
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【０１０２】
　しかしながら、運転手が特定の限界（Ｂmin）に達するほど高い負荷を変速装置に既に
加えたこと及び高い負荷を続行すれば、運転手がその結果として変速装置の時期尚早な故
障を考慮に入れなければならないことを運転手に明らかにするために、これに対応した警
告信号ＡがｄAのところで出される。その目的は、このことを運転手に明確に信号で知ら
せることにある。
【０１０３】
　全体的な設計は、変速装置又は変速装置の一部に平均を優に超える負荷をかける運転手
の場合にのみ、かかる状態が生じるように選択されるべきである。これとは対照的に、全
ての運転手の大部分に関し、この最小負荷限界パラメータＢminには決して到達するはず
がない。
【０１０４】
　図１及び図２に示すような本発明の方法の実施形態では、一般に、摩耗パラメータＶが
増大する場合があるだけであると仮定される。これは、認められているように、一般に摩
耗を無くすことができない限りにおいてのみ実情に一致している。
【０１０５】
　しかしながら、車両が走行性能の実行開始時に特に高い負荷を受ける状況が生じる場合
があり、その結果、本発明の調節機構が、変速装置又は変速装置の一部の負荷限界を下げ
るために初期の段階で介入するようになる。
【０１０６】
　この場合、例えば、車両が特定の性能非追求型運転手に販売された場合、摩耗パラメー
タは、非常に過小比例的（under-proportionally）に増大するに過ぎない。これが適当な
アルゴリズムによりモニタされる限り、負荷限界パラメータの下降をこの場合も又打ち消
すことができる。これにより、性能非追求型運転手には少なくとも、この場合も又、変速
装置に最大負荷を与える（例えば、非常時において）可能性が与えられる。
【０１０７】
　図３は、本発明のドライブトレイン１０の略図である。
【０１０８】
　ドライブトレイン１０は、内燃機関（以下、「エンジン」ともいう）１２と、始動及び
隔離クラッチ１４と、自動シフト変速装置１５とを有する。
【０１０９】
　シフト変速装置１５は、平歯車変速装置として、複数個の歯車ステップに対応した複数
個の歯車セット１６，１８，２０，２２を備えている。第１のシフトスリーブ２４が、歯
車セット１６又は歯車セット１８を交互にシフトするのに役立つ。第２のシフトスリーブ
２６が、歯車セット２０又は歯車セット２２を交互にシフトするのに役立つ。
　自動シフト変速装置１５は、常時歯車セット３１を介して常時接続されたカウンタシャ
フト２８と出力シャフト３０を更に有している。カウンタシャフト２８は、複数個のピボ
ット軸受（転がり軸受）によって取り付けられ、これらピボット軸受のうちの１つが、符
号３２で示されている。出力シャフト３０は、複数個のピボット軸受によって取り付けら
れ、これらピボット軸受のうちの１つが、符号３４で概略的に示されている。
【０１１０】
　さらに、制御装置４０が、図３に示されている。制御装置４０は、内燃機関１２、始動
及び隔離クラッチ１４及び自動シフト変速装置１５に連結されている。
【０１１１】
　制御装置４０は、一体形制御装置として構成されたものであるのがよい。しかしながら
、制御装置は、分散状態の制御装置が一方において内燃機関１２について設けられ、他方
において自動シフト変速装置１５（及び適切な場合には、隔離クラッチ１４）について設
けられ、オーバーライディング（overriding）制御装置がこれら２つの分散化制御装置に
連結されるように具体化されてもよい。
【０１１２】
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　制御装置４０は、内燃機関１２の出力回転速度及び内燃機関１２の出力トルクを検出す
る。さらに、この制御装置は、これら２つの変数の各々について限界値を提供する。
【０１１３】
　内燃機関１２の別の変数も又、適宜、測定され又は制御される（制限される）のがよい
。
【０１１４】
　制御装置４０は、シフト変速装置１５の歯車ステップの選択及び選択解除を行うために
シフトスリーブ２４，２６を更に作動させる。したがって、制御装置４０は、シフト変速
装置１５のそれぞれの状態を「知っている」。
【０１１５】
　制御装置４０内で行われ、本発明の方法を実施する制御プロセスが、符号４２で概略的
に示されている。
【０１１６】
　この場合、摩耗パラメータを各場合において変速装置の部品について別々に検出し、割
り当てられた負荷限界パラメータを設定する。これらパラメータを制御装置４０の記録部
４４に入れる。
【０１１７】
　記録部４４は、図４に概略的に示されている。図４は、個々の変速装置部品の摩耗パラ
メータが新たな値、具体的には、７９％～９６％という値を備えていることを示している
。この場合、摩耗パラメータＶは、最大摩耗パラメータＶmaxの百分率の値として与えら
れている。
【０１１８】
　例えば、第１の歯車セット１６の摩耗パラメータの値は、７９％である。別の歯車セッ
ト１８，２０，２２は、各場合において、それぞれ９１％、８２％、８５％の摩耗パラメ
ータを有する。これとは対照的に、常時歯車セット３１の摩耗パラメータはこれよりも高
い（例えば、８９％）。
【０１１９】
　さらに、図１の実施形態では、本発明の方法は、第１のしきい値Ｖ1及び第２のしきい
値Ｖ2で実施されることが理解できる。しきい値Ｖ1，Ｖ2も又、百分率の値として与えら
れている。歯車セット１６～２２に関し、しきい値Ｖ1は、各場合において、最大摩耗パ
ラメータの８０％に達する。しきい値Ｖ2は、最大摩耗パラメータＶmaxの９０％に達する
。
【０１２０】
　第１の歯車セット１６の摩耗パラメータは、７９％であり、これは結果として、Ｖ1を
下回っている。したがって、割り当てられた負荷限界パラメータＢは、１００％に設定さ
れる。負荷限界パラメータＢは各場合において同様に、最大負荷限界パラメータＢNに関
し図４の百分率として与えられている。
【０１２１】
　第２の歯車セット１８は、変速装置において際立って高い負荷を受ける。摩耗パラメー
タは、９１％であり、したがって、既にＶ2を上回っている。したがって、負荷限界パラ
メータは、８５％まで減少する。
【０１２２】
　第３の歯車セット及び第４の歯車セットは、各場合において、Ｖ1～Ｖ2の間に位置し、
したがって、負荷限界パラメータは各場合において、９５％に達するようになる。
【０１２３】
　しきい値Ｖ1，Ｖ2の選択（それぞれ、８０％、９０％）及び９５％及び８５％への負荷
限界パラメータの減少の選択はそれぞれ、単に例示として理解されるべきであることは理
解されよう。
【０１２４】
　図４の記録部４４は、シャフト２８，３０及びこれらの軸受３２，３４も又、摩耗の観
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点でモニタされることを更に示している。
【０１２５】
　この場合、９０％のしきい値Ｖ1及び９５％のしきい値Ｖ2が設定される。負荷限界パラ
メータＢのステップＢ1，ステップＢ2は、９５％及び９０％に設定される。
【０１２６】
　図４は、第１のカウンタシャフト２８及び第１の軸受３２に関する摩耗パラメータを別
々の値として示している。しかしながら、一般に、これら２つの各々について摩耗パラメ
ータの１つの値だけが採用される。というのは、回転数が、両方の構成部品の摩耗又は疲
労について通常重要だからである。当然のことながら、同じことが、出力シャフト３０及
びこれに割り当てられた軸受３４に当てはまる。
【０１２７】
　個々の変速装置構成部品の相互の比は、次のとおりである。歯車セット１６～２２の場
合、負荷限界パラメータを各場合において個々に設定するのがよい。かくして、例えば、
図４に示すように、第１の歯車セット１６に走行性能の特定の時点で１００％の負荷をか
けるのがよいが、第２の歯車セット１８には８５％に過ぎない負荷をかけるのがよい。
【０１２８】
　その結果、第１の歯車セットをシフトインすると、制御装置４０は、従前どおり、変速
装置１５の入力のところに最大負荷を可能にするが、第２の歯車セット１８をシフトイン
すると（変速装置１５のトルク及び（又は）入力回転速度を制限することにより）負荷を
制限する。
【０１２９】
　しかしながら、シャフト２８，３０又は軸受３２，３４は一般に、変速装置１５を介す
る動力の伝達中、しかしながら選択された歯車ステップとは無関係にではなく、負荷を受
ける。これは、シャフト及び軸受に加わる負荷が一般に、シフトされた歯車にも依存する
からである（他の導入された力が、負荷がかけられた歯車セットに起因して生じる）。そ
の結果、変速装置１５に加わる最大負荷は、既に摩耗度の最も高い変速装置構成部品によ
って決定され、この構成部品は、図４の場合、常時歯車セット３１である。この場合、負
荷限界パラメータは、９０％に設定される。これは、変速装置１５に加わる負荷が一般に
、選択された歯車ステップとは無関係に９０％に達することができるに過ぎないことを意
味している。
【０１３０】
　図４の例では、第１の歯車セット１６がシフトされている状態であっても第１の歯車セ
ット１６が依然として、１００％の負荷を受けることができるが、変速装置に加わる最大
負荷は、特に常時歯車セット３１の負荷限界パラメータに起因して９０％に達するに過ぎ
ない。
【０１３１】
　したがって、それぞれのシフト状態とは無関係に動力を伝達する変速装置の構成部品（
シャフト／軸受）とシフトされた状態でのみ動力を伝達する構成部品（歯車／歯車セット
）との区別が行われるべきである。
【０１３２】
　シャフト／軸受は、一般に認められているように、常時負荷を受ける。しかしながら、
上述したように、各場合において選択された歯車ステップも又、シャフト／軸受の負荷に
対する影響は低いが、特定のものを有する。
【０１３３】
　しかしながら、多くの場合、本発明の単純化された実施形態では、シャフト及び軸受の
摩耗のモニタを無しですますことさえ可能であり、歯車セットの摩耗のみがモニタされる
ことになる。この場合、当然のことながら、それぞれの歯車セットの各場合において計算
された負荷限界パラメータは最終的には、変速装置の最大負荷の原因となる。というのは
、この場合、常時動力束内に置かれている構成部品は常時、１００％の負荷を受ける場合
があると見なされるからである。
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【０１３４】
　一般に、歯車セットの摩耗パラメータに代えて、歯車セットのうちの一方の歯車又は両
方の歯車の摩耗パラメータをもたらすことも可能である。
【０１３５】
　さらに、本発明の方法を対応して他形式のドライブトレイン、例えば流体力学的トルク
コンバータを備えた自動変速装置、連続可変変速装置、トロイダル形変速装置、二重クラ
ッチ変速装置等に適用することも可能である。
【０１３６】
　始動及び隔離クラッチの摩耗も又、それに応じてモニタできることは理解されよう。こ
れは、伝達された積算トルクにそれぞれのスリップを乗算した値に比例する摩耗パラメー
タによって行われ、したがって、摩耗は、コンピュータ処理により求められるようになる
。また、当然のことながら、始動及び隔離クラッチの摩耗を別個の摩耗センサ、即ち、内
張厚さを検出するセンサによって検出することが可能である。
【０１３７】
　一般に、当然のことながら、内燃機関に関する同様な制御又は調節方式を実施すること
も又可能であり、この場合、摩耗パラメータを例えば回転速度及び（又は）伝達されたト
ルクにより（先の実施形態の場合と同様、積算により）求めることができる。
【０１３８】
　最後に、ドライブトレインの個々の要素の摩耗パラメータを互いに組み合わせることも
又可能である。
【０１３９】
　さらに、歯車に関し、牽引負荷とオーバラン負荷を区別することが可能である。かくし
て、歯車の場合、摩耗パラメータを牽引負荷について提供し、別の摩耗パラメータをオー
バラン負荷について提供できる。
【０１４０】
　自動変速装置では、摩耗パラメータを計算するために必要な変数は、一般に、いずれの
場合においても制御装置内に存在している。マニュアルシフト型変速装置に関し、例えば
、追加のセンサ手段を設ける必要があり、この追加のセンサ手段は、どの歯車が各場合に
おいて選択されたか及びこの時間中、トルクがどれほど伝達されたか（又は、どのような
回転速度で歯車ステップは各場合において作動されたか）を検出する。
【図面の簡単な説明】
【０１４１】
【図１】本発明の方法の第１の実施形態を説明するために、変速装置又は変速装置の構成
部品に関する摩耗パラメータ及び負荷限界パラメータを走行性能の関数として示す図であ
る。
【図２】図１と同様な図であって、本発明の方法の別の実施形態の略図である。
【図３】本発明のドライブトレインの略図である。
【図４】本発明のドライブトレインの制御装置にストレージされた摩耗パラメータ及び負
荷限界パラメータの略図である。
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